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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送風装置と移動車輪とを備えた電気掃除機本体と、吸口体と吸引ホースとを含んで構成
される吸口組品とで構成される電気掃除機において、
　前記電気掃除機本体は、集塵部と第１集塵フィルタとを備えた集塵ケースと、前記集塵
ケースを後方に傾いた斜め姿勢で着脱可能に保持する集塵ケース装着部を上面前部に備え
た本体筐体とを含んで構成され、
　前記第１集塵フィルタは、前記集塵ケースの長手方向の一端に配置され、
　前記本体筐体は、前記集塵ケース装着部の前部に設けられる前記吸口組品のホース取付
部と、前記集塵ケース装着部の後部に左右に並べて配置される送風室及びコードリール室
と、前記集塵ケース装着部の下方であって、かつ前記送風室の前部に隣接して配置される
フィルタ室とを備え、
　前記フィルタ室には、通風面が前記本体筐体の前後方向となる姿勢で配置された第２集
塵フィルタが設けられ、
　前記ホース取付部から前記電気掃除機本体に取り込まれる塵埃を含んだ空気流は、前記
集塵ケースに取り込まれることで、前記集塵部と前記第１集塵フィルタを介して除塵され
て前記送風室内に取り込まれ、この送風室内に取り込まれた空気流は、前記フィルタ室に
送り込まれることで、前記第２集塵フィルタを介して更に除塵されて、前記本体筐体の外
に排気される
　ことを特徴とする電気掃除機。
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【請求項２】
　前記請求項１記載の電気掃除機において、
　前記集塵ケースは、前記集塵ケース装着部に装着された姿勢では、前記第１集塵フィル
タが通風面を前後方向とする垂直な姿勢で保持され、
　前記第１集塵フィルタの除塵装置を、この第１集塵フィルタと隣接する前記本体筐体に
設けた
　ことを特徴とする電気掃除機。
【請求項３】
　送風装置と移動車輪とを備えた電気掃除機本体と、吸口体と吸引ホースとを含んで構成
される吸口組品とで構成される電気掃除機において、
　前記電気掃除機本体は、集塵部と第１集塵フィルタとを備えた集塵ケースと、前記集塵
ケースを後方に傾いた斜め姿勢で着脱可能に保持する集塵ケース装着部を上面前部に備え
た本体筐体とを含んで構成され、
　前記第１集塵フィルタは、前記集塵ケースの長手方向の一端に配置され、
　前記本体筐体は、前記集塵ケース装着部の前部に設けられる前記吸口組品のホース取付
部と、前記集塵ケース装着部の後部に左右に並べて配置される送風室及びコードリール室
と、前記集塵ケース装着部の下方であって、かつ前記送風室の前部に隣接して配置される
フィルタ室と、前記送風室の下方から裏面の上部に至る排気通路とを備え、
　前記フィルタ室には、通風面が前記本体筐体の前後方向となる姿勢で配置された第２集
塵フィルタが設けられ、
　前記ホース取付部から前記電気掃除機本体に取り込まれる塵埃を含んだ空気流は、前記
集塵ケースに取り込まれることで、前記集塵部と前記第１集塵フィルタを介して除塵され
て前記送風室内に取り込まれ、この送風室内に取り込まれ空気流は、前記フィルタ室に送
り込まれることで、前記第２集塵フィルタを介して更に除塵されて、前記排気通路を介し
て、前記本体筐体の外に排気される
　ことを特徴とする電気掃除機。
【請求項４】
　前記請求項３記載の電気掃除機において、
　前記排気通路は、前記送風室の後方の位置で複数の分散排気通路に分離され、その１つ
は、前記コードリール室を介して、前記本体筐体の外に排気される分散排気通路である
　ことを特徴とする電気掃除機。
【請求項５】
　前記請求項３または４記載の電気掃除機において、
　前記排気通路は、前記送風室の後方の位置で複数の分散排気通路に分離され、その１つ
は、前記本体筺体の両側面のバンパー内に形成される分散排気通路である
　ことを特徴とする電気掃除機。
【請求項６】
　送風装置と移動車輪とを備えた電気掃除機本体と、吸口体と吸引ホースとを含んで構成
される吸口組品とで構成される電気掃除機において、
　前記電気掃除機本体は、集塵部と第１集塵フィルタとを備えた集塵ケースと、前記集塵
ケースを後方に傾いた斜め姿勢で着脱可能に保持する集塵ケース装着部を上面前部に備え
た本体筐体とを含んで構成され、
　前記第１集塵フィルタは、前記集塵ケースの長手方向の一端に配置され、
　前記本体筐体は、前記集塵ケース装着部の前部に設けられる前記吸口組品のホース取付
部と、前記集塵ケース装着部の後部に左右に並べて配置される送風室及びコードリール室
と、前記集塵ケース装着部の下方であって、かつ前記送風室の前部に隣接して配置される
フィルタ室とを備え、
　前記送風室の前部には、前記フィルタ室内に通風面が前記本体筐体の前後方向となる姿
勢で配置される第２集塵フィルタが配置され、前記送風室の下方から裏面側には、前記第
２集塵フィルタで除塵された空気流を前記本体筺体の外に排気する排気通路が設けられて
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いる
　ことを特徴とする電気掃除機。
【請求項７】
　前記請求項１から６記載の何れかの電気掃除機において、
　前記送風室の下方に形成される排気通路に制御基板を設けた
　ことを特徴とする電気掃除機。
【請求項８】
　請求項７記載の電気掃除機において、
　前記集塵ケース装着部に運転状態表示部を設け、この運転状態表示部の制御を行う制御
基板を前記フィルタ室の前部に設けたことを特徴とする
　ことを特徴とする電気掃除機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、集塵室と送風機を備えた電気掃除機本体と、塵埃を吸い込む吸口体と、この
吸口体と電気掃除機本体を連通する吸引ホースとを含んで構成される電気掃除機に関する
ものであり、特に、渦流により塵埃を分離する集塵室を備えたサイクロン方式の電気掃除
機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、円筒形の集塵室に渦流を発生させて塵埃を空気流と分離するサイクロンと呼ばれ
る方式の掃除機が普及している。このサイクロン方式の掃除機は、送風機を介して塵埃を
含んだ空気流を円筒形の集塵室の周方向から取り込んで渦流を発生させ、この渦流の遠心
力により塵埃と空気流を分離し、塵埃が分離された空気流を集塵室の中央から取り出す構
造を備えている。集塵室から取り出された空気流は、第１フィルタにて微細な塵埃が取り
除かれた後、送風機に取り込まれ、この送風機を冷やした後、掃除機の筐体外に排出され
る。
【０００３】
　例えば、特許文献１に示す従来技術によれば、縦配置の円筒形集塵室の後方に縦配置の
送風機とコードリール部を左右に並べて配置し、送風機に取り込んだ排気流を筐体の裏面
上部に設けた排気口から排気する構造のものが開示されている。この従来例では、排気口
を備えた筐体の裏面が送風機と隣接しているために、送風機から発生する騒音が直接排気
口から伝わってしまう課題がある。また、この従来例では、排気口にフィルタを設けて排
気流の清浄効果を高めているものの、送風機から排気される排気流の一部は、コードリー
ル部に分岐され、フィルタを通過することなく、コードリール穴から排気される課題があ
る。
【０００４】
　また、例えば、特許文献２では、騒音軽減を目的に、送風機の空気取入口を集塵室側に
向けるように配置した構造が開示されている。この従来例では、送風機の前部に微細な塵
埃を取り除くフィルタを設けている。また、送風機の後方から排出される排気流は、筐体
両側面の排気通路を介して、筐体の両側面の前部から排出される。
【０００５】
　また、例えば、特許文献３では、円筒形の集塵室を後方に倒れた斜め配置とすることで
、集塵室の下部と送風装置との間にスペースを確保し、このスペースに消音機能と空気清
浄機能とを備えたフィルタハウジングを配置した技術が開示されている。この従来例では
、フィルタハウジングから排気される排気流は、筐体側面に設けた排気ダクトを介して、
斜め後方に排気され、また、排気の一部は集塵室の下部の筐体から排気される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】特開２００５－２１２４４号公報
【特許文献２】特開２００３－３３３００号公報
【特許文献３】特表２００５－５１６７１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　近年、電気掃除機においては、排気がきれいで低騒音であることが求められている。も
ちろん、筐体は小型でコンパクトであることは言うまでもない。
【０００８】
　排気をきれいにする手法として、微細な塵埃を取り除く第１集塵フィルタに加えて、ヘ
パフィルタなどの空気清浄効果が高い第２集塵フィルタを送風機の後に配置することが知
られている。しかし、前記特許文献１と２では、第２集塵フィルタを配置するスペースが
なく、この配置スペースを確保すると、装置の大型化をまねくこととなる。
【０００９】
　また、低騒音を図る手法として、特許文献３のように、消音構造を備えたフィルタハウ
ジングを設けることが提案されているが、フィルタハウジングの構造が複雑となる課題が
ある。
【００１０】
　そこで、この発明の目的とするところは、排気の清浄効果が高く、かつ低騒音が図れる
コンパクトな電気掃除機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る電気掃除機は、前記目的を達成するために、送風装置と移動車輪とを備え
た電気掃除機本体と、吸口体と吸引ホースとを含んで構成される吸口組品とで構成される
電気掃除機において、前記電気掃除機本体は、集塵部と第１集塵フィルタとを備えた集塵
ケースと、前記集塵ケースを後方に傾いた斜め姿勢で着脱可能に保持する集塵ケース装着
部を上面前部に備えた本体筐体とを含んで構成され、前記第１集塵フィルタは、前記集塵
ケースの長手方向の一端に配置され、前記本体筐体は、前記集塵ケース装着部の前部に設
けられる前記吸口組品のホース取付部と、前記集塵ケース装着部の後部に左右に並べて配
置される送風室及びコードリール室と、前記集塵ケース装着部の下方であって、かつ前記
送風室の前部に隣接して配置されるフィルタ室とを備え、前記フィルタ室には、通風面が
前記本体筐体の前後方向となる姿勢で配置された第２集塵フィルタが設けられ、前記ホー
ス取付部から前記電気掃除機本体に取り込まれる塵埃を含んだ空気流は、前記集塵ケース
に取り込まれることで、前記集塵部と前記第１集塵フィルタを介して除塵されて前記送風
室内に取り込まれ、この送風室内に取り込まれた空気流は、前記フィルタ室に送り込まれ
ることで、前記第２集塵フィルタを介して更に除塵されて、前記本体筐体の外に排気され
るようにする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、排気の清浄効果が高く、かつ低騒音が図れるコンパクトな電気掃除機
が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】電気掃除機の概略構造図である。
【図２】集塵ケースの構造図である。
【図３】電気掃除機本体の外観斜視図である。
【図４】電気掃除機本体の外観６面図である。
【図５】図４に示す電気掃除機本体のＡ断面図である。
【図６】図４に示す電気掃除機本体のＢ断面図である。
【図７】図４に示す電気掃除機本体のＣ断面図である。
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【図８】図４に示す電気掃除機本体のＤ断面図である。
【図９】第１開放蓋を取り外した電気掃除機本体の下方斜視図である。
【図１０】運転状態表示部の構造図である。
【図１１】運転状態表示部の構造概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図１から図１１を参照して、この発明に係る電気掃除機を具体的に説明する。こ
こで、図１は、電気掃除機の概略構造図である。図２は集塵ケースの構造図である。図３
は電気掃除機本体の外観斜視図である。図４は電気掃除機本体の外観６面図である。図５
は、図４に示す電気掃除機本体のＡ断面図である。図６は、図４に示す電気掃除機本体の
Ｂ断面図である。図７は、図４に示す電気掃除機本体のＣ断面図である。図８は、図４に
示す電気掃除機本体のＤ断面図である。図９は、第１開放蓋を取り外した電気掃除機本体
の下方斜視図である。図１０は、運転状態表示部の構造図である。図１１は、運転状態表
示部の構造概念図である。なお、同様な部位や矢印などは同一符号をもって示し、重複し
た説明を省略する。
【００１５】
　先ず、図１を参照して、この発明に係る電気掃除機の概略構造を説明する。この電気掃
除機の大きな特徴は、排気の清浄効果が高く、かつ低騒音が図れるコンパクトな構造を備
えた点である。
【００１６】
　図１において、この電気掃除機は、符号１で総括的に示す電気掃除機本体と、この電気
掃除機本体１のホース取付部２１に着脱可能に取り付けられる吸口組品２とを含んで構成
される。例えば、吸口組品２としては、一端を取り付けられる図示しない吸引ホース部と
、この吸引ホース部の他の一端に取り付けられる図示しないハンドル部と、このハンドル
部に一端を取り付けられる図示しない延長管部と、この延長管部の他の一端に取り付けら
れる図示しない吸口体とを含んで構成される。しかし、これに限定されるものではなく、
ホース取付部２１に着脱可能に取り付けられる図示しない接続具と、この接続具に取り付
けられる吸口体とを備えていれば足りる。
【００１７】
　この電気掃除機によれば、電気掃除機本体１に備える送風機４１を起動することにより
、前記吸口体から塵埃を含んだ空気流Ｘを吸い込むことができ、この吸口体で取り込まれ
た空気流Ｘは、前記延長管部と前記ハンドル部と前記吸引ホースを介して電気掃除機本体
１内に取り込むことができる、また、ホース取付部２１には図示しない電源接続部が設け
てあり、吸引ホースや延長管などを連結することにより電源接続部を介して吸口体に電源
の供給を行うことができる。
【００１８】
　この実施例に係る電気掃除機本体１は、渦流により塵埃と空気流を分離する筒状の集塵
ケース１００を備えたサイクロン方式と呼ばれる集塵方式を採用している。即ち、この電
気掃除機本体１は、集塵ケース１００と、この集塵ケース１００を着脱可能に取り付ける
ための集塵ケース装着部１５０を備えた本体筐体１０とから構成される。
【００１９】
　電気掃除機本体１は、図１の吹出し内に示す断面図に示すように、斜め後方に倒した姿
勢で保持される集塵ケース１００と、この集塵ケース１００の後方に左右に並べて配置さ
れる送風室４０及びコードリール室５０（図６、図７参照）と、この送風室４０及びコー
ドリール室５０と集塵ケース１００の下部との間に形成されるフィルタ室６０とで大きな
骨格を形成している。なお、電気掃除機本体１は一対の大車輪１２と自在車輪１１とで吸
口組品２による引っ張り走行が可能である。
【００２０】
　前記集塵ケース装着部１５０は、本体筐体１０の前方の上部に、上方が開放した凹状に
形成される。そして、この凹状の集塵ケース装着部１５０は、側面から見てＶ字状に構成
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されることで、略筒状の集塵ケース１００を斜め姿勢で保持する構造となっている。した
がって、この開放した上方から集塵ケース１００を簡単に着脱することができる。なお、
この実施例では装着した状態を維持するために、開閉可能な上部カバー２２を設け、この
上部カバー２２を閉めることで、集塵ケース１００の装着状態を維持するようにしている
。
【００２１】
　また、この集塵ケース装着部１５０のＶ字状の前部傾斜面１５１には、集塵ケース１０
０に塵埃を含む空気流Ｘを供給する凹状の空気流入口１５２が設けられ、Ｖ字状の後部傾
斜面１５３の上部には、集塵ケース１００を通過した空気流Ｘを送風室４０に導くための
送風室空気流入口１５４が設けられている。
【００２２】
　また、本体筐体１０の最前部には、吸引ホースを取り付けるためのホース取付部２１が
設けられている。このホース取付部２１は空気流入口１５２と連通しているため、吸引ホ
ースから取り込んだ塵埃を含んだ空気流Ｘを集塵ケース１００に導くことができる。
【００２３】
　この実施例に係る集塵ケース１００は、渦流を形成する第１ケース１１０と、大きな塵
埃を捕獲する塵埃捕獲部１２１と微細な塵埃を捕獲する第１集塵フィルタ１２２とを備え
た第２ケース１２０とが着脱可能に連結されている。この２つのケースは透明樹脂で形成
されているので、集塵ケース１００内の塵埃の捕獲状況や渦流の動きを外から確認するこ
とができる。
【００２４】
　第１ケース１１０は、その一端に、空気流入口１５２と連結する突状の空気流入受口１
１１が設けられ、他端は第２ケース１２０と連通している。一方、第２ケース１２０は、
その一端には塵埃捕獲部１２１が設けられて第１ケース１１０と連通され、他端は第１集
塵フィルタ１２２が設けられている。そして、この集塵ケース１００を集塵ケース装着部
１５０に装着することで、空気流入口１５２と空気流入受口１１１とが連通し、更に、第
１集塵フィルタ１２２と送風室空気流入口１５４とが連通することで、塵埃が除去された
空気流Ｘを送風室４０に導くことができる。
【００２５】
　送風室４０には、回転軸Ｐ３が垂直方向に配置され、かつ、空気取入口４４が上部に配
置される送風機４１が縦姿勢で配置される。送風室空気流入口１５４から送風室４０に取
り込まれた空気流Ｘは、送風室４０の上部に形成される送風室上部流通路４５ａを介して
送風機４１に取り込まれる。この送風機４１に取り込まれた空気流Ｘは、送風機４１の電
動機４３を冷却した後、前部のフィルタ室６０に排出される。
【００２６】
　前記フィルタ室６０には、より細かな塵埃を除去する第２集塵フィルタ６１が設けられ
、このフィルタ室６０に取り込まれた空気流Ｘがこの第２集塵フィルタ６１を通過するこ
とで、空気清浄機と同等に清浄された空気を得ることができる。したがって、この第２集
塵フィルタ６１を通過させる構造を備えることにより、排気の清浄効果を高くすることが
できる。
【００２７】
　そして、この発明に係る電気掃除機の大きな特徴の１つは、後方に傾斜した斜め配置の
集塵ケース１００と、回転軸Ｐ３を垂直とする縦姿勢の送風機４１を備えた送風室４０と
を組み合わせることにより、集塵ケース１００と送風室４０との間に空間を確保し、この
空間に第２集塵フィルタ６１を備えたフィルタ室６０を配置した点にある。
【００２８】
　即ち、電気掃除機本体１は、送風機４１で形成される吸引力により、塵埃を空気流とと
もに吸い込むことができる。したがって、この実施例では、塵埃を取り除かれた空気流Ｘ
を素直な経路で送風機４１に取り込むことができるから、送風機４１の損失を軽減するこ
とができる。即ち、この実施例では、電動機４３の回転軸Ｐ３を垂直とし、フアン４２と
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電動機４３を上下に配置しているので、空気取入口４４を送風室４０の上部に配置するこ
とができる。これにより、送風室空気流入口１５４から送風室４０に取り込まれた空気流
Ｘは、送風室上部流通路４５ａからそのまま空気取入口４４に取り込むことができる。ま
た、送風機４１に取り込まれた空気流Ｘはフアン４２の風下の電動機４３を冷却した後、
隣接するフィルタ室６０に送り込むことができる。
【００２９】
　一方、高い空気清浄機能を備えた第２集塵フィルタ６１は、送風機４１の損失を考慮す
ると大きな面積を必要とする。したがって、この大きな第２集塵フィルタ６１を本体筐体
１０の何処に配置するかが電気掃除機本体１のコンパクト化に大きく貢献する。この実施
例では、筒状の集塵ケース１００を後方に倒れる斜め姿勢とすることで、本体筐体１０の
後部に配置される送風室４０の前部に空間を確保し、この空間をフィルタ室６０に割り当
てている。
【００３０】
　このフィルタ室６０が配置される位置は、送風室４０に配置される電動機４３に隣接さ
れる位置であり、かつ、本体筐体１０の中央であるため、本体筐体１０のコンパクト化に
、支障をきたすことが少ない位置である。そして、この本体筐体１０の中央の位置は清音
化に大きく貢献できる位置でもある。
【００３１】
　また、この発明に係る電気掃除機の大きな特徴の他の１つは、高い清浄度が得られる排
気流を生成するフィルタ室６０を本体筐体１０の中央に配置することにより、この清浄効
果の高い排気を低騒音で本体筐体１０の外に排気する長い排気通路を形成しやすくした点
にある。
【００３２】
　即ち、この実施例では、図９に示すように、送風室４０の下部に清浄効果の高い排気を
後方に導くための主排気通路７０を備え、この主排気通路７０の後端部から背面側排気通
路７５と、コードリール排気通路８０と、バンパー排気通路８５とに分岐させている。
【００３３】
　図１に戻り、背面側排気通路７５は、主排気通路７０の後端部から本体筺体１０の背面
と送風室４０の間に形成される通路であり、この背面側排気通路７５を通過する空気流Ｘ
は本体筺体１０の背面上部に形成される背面排気口２３から本体筺体１０の外に排出され
る。更に、この裏面排気通路７５の先端は本体筺体１０の上面に連通し、本体筺体１０の
上面後部に設けたイオン発生室９０に導かれる。このイオン発生室９０には、イオン発生
部９１とイオン排出口２４が設けられている。そして、イオン発生部９１で生成されるイ
オンは、イオン発生室９０に導かれる排気に含まれてイオン排出口２４から本体筺体１０
の外に排出される。
【００３４】
　コードリール排気通路８０は、主排気通路７０の後端部からコードリール室５０を経て
、本体筺体１０の背面の上部に形成されるコード取出口２５（図４と図６参照）に至る通
路である。これにより、コードリール室５０に設けたコードリール５１を冷却することが
できる。
【００３５】
　また、バンパー排気通路８５は、主排気通路７０の後端部から本体筺体１０の両側に形
成されるバンパー排気通路８５を経て、バンパー２６の両側前部に形成されるバンパー排
気口２７から排気される。
【００３６】
　このように、この実施例に係る電気掃除機本体１は、本体筺体１０の中央のフィルタ室
６０で生成される空気清浄度の高い排気流を、主排気通路７０を介して、本体筺体１０の
下部後方の位置に一端戻し、この下部後方の位置から、本体筺体１０の背面上部や両側面
前部に設けた背面排気口２３やバンパー排気口２７などから排出する構造としているので
、排気通路を長くすることができるから、この排気通路を伝わる騒音を軽減することがで
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きる。更に、長い排気通路により排気の流速が落ちるので風切音などの騒音を軽減できる
。
【００３７】
　また、この発明に係る電気掃除機の大きな特徴の他の１つは、騒音の主たる発生源であ
る送風機４１を排気通路で囲った構造とすることにより、騒音を軽減した点にある。
【００３８】
　即ち、この実施例では、送風室４０の前部に集塵ケース１００とフィルタ室６０を配置
し、送風室４０の下部に主排気通路７０を配置し、送風室４０の後方に背面側排気通路７
５を配置し、送風室４０の一方の片側にコードリール室５０と大車輪１２に加えてバンパ
排気通路８５を配置し、送風室４０の他方の片側に大車輪１２に加えてバンパー排気通路
８５を配置し、送風室４０の上部には送風室上部流通路４５ａや図示しない消音材に加え
てイオン発生室９０を配置している。これにより、送風室４０で発生する騒音を低く抑え
ることができる。特に、排気通路の主体となる通路を、送風室４０の下部に形成される主
排気通路７０から本体筐体１０の裏面に形成される背面側排気通路７５で構成することで
、低騒音を実現している。
【００３９】
　また、この発明に係る電気掃除機の大きな特徴の他の１つは、主排気通路７０の後部か
ら複数の排気通路に分散することにより、排気流を分散して、その勢いを軽減することが
できる。しかも、背面排気口２３やバンパー２６などの各排気口は本体筐体１０の高い位
置に設けられているので、排気が床面に当たって塵埃を舞い上げることを軽減することが
できる。
【００４０】
　また、この発明に係る電気掃除機の大きな特徴の他の１つは、集塵ケース１００の第１
集塵フィルタ１２２と、フィルタ室６０の第２集塵フィルタ６１を上下に配置した構造と
した点にある。
【００４１】
　即ち、この実施例では、通風面を前後方向とする縦姿勢の第１集塵フィルタ１２２と、
通風面を前後方向とする姿勢の第２集塵フィルタ６１とを上下に配置することにより、こ
の２つのフィルタにより本体筐体１０が前後に分割される構造としている。これにより、
送風室４０で発生する前方への騒音を、この２つのフィルタで軽減することができる。ま
た、本体筐体１０の中央位置に大きな２つのフィルタを配置することにより、電気掃除機
本体１を本体筐体１０の中央を頂点とする山形の外観形状とすることができるから、本体
筐体１０のボリューム感を軽減して、コンパクト感のある電気掃除機本体１を実現してい
る。
【００４２】
　また、この発明に係る電気掃除機の大きな特徴の他の１つは、主排気通路７０に制御基
板４６を配置した構造とした点にある。
【００４３】
　即ち、従来の電気掃除機においては、電気掃除機本体１の上面後方にコードリールボタ
ンと操作表示部を設けることが一般的である。つまり、従来技術においては、送風室４０
とコードリール室５０の上方に制御基板を配置している。しかし、電気掃除機本体１の上
面後方の位置は、送風室４０から排気される排気流を回しずらいために冷却しにくい課題
を備えている。また、板状の制御基板４６を配置することにより、本体筐体１０の上面後
方の形状を丸くしづらいなどの制約を受ける課題もある。
【００４４】
　そこで、この実施例では、送風室４０の下方に形成される薄い主排気通路７０に薄い制
御基板４６を配置することにより、制御基板４６の配置スペースを確保するとともに、そ
の冷却を可能とした。
【００４５】
　また、この発明に係る電気掃除機の大きな特徴の他の１つは、運転状態表示部４７を前
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部傾斜面１５１に配置した点にある。即ち、この実施例では、制御基板４６を本体筐体１
０の底面部に配置したため、運転状態表示部４７を本体筐体１０の上部に配置すると、結
線が長くなる課題がある。そこで、この実施例では、フィルタ室６０の前部に空間があり
、また、集塵ケース１００が透明である点に着目し、フィルタ室６０の前部に発光源４９
を備えた状態表示部基板４８を設けるとともに、この発光源４９からの光を拡散する運転
状態表示部４７を集塵ケース装着部１５０の前部傾斜面１５１に配置した。
【００４６】
　この実施例によれば、後方に傾いた集塵ケース１００により略三角形状（側面形状）と
なるフィルタ室６０前部の尖った部分を活用して状態表示部基板４８を配置することがで
きるから実装効率を高めることができる。そして、この状態表示部基板４８の配置位置は
制御基板４６と近接しているために配線を長くする必要がない。また、前部傾斜面１５１
は筒状の集塵ケース１００の底面を支持する部分であるので、この前部傾斜面１５１を運
転状態表示部４７により光らせることにより、集塵ケース１００（特に第１ケース１１０
）を光の拡散部分とすることができるから、運転状態表示部４７の視認性を向上すること
ができる。
【００４７】
　以下、図２から図１１を参照して、この実施例に係る電気掃除機を更に説明する。
【００４８】
　先ず、図２を参照して、集塵ケース１００の概略構造を更に説明する。図２の（ａ）図
は第２ケース１２０の斜視図、（ｂ）図は第２ケースの縦断面図、（ｃ）図は第１ケース
の斜視図、（ｂ）図は第１ケースの縦断面図である。
【００４９】
　図２（ａ）（ｂ）図において、第２ケースは、透明な樹脂材料で形成される筒状の第２
ケース本体１２３と、筒状の第２ケース本体１２３の一端に開閉可能に取り付けられる集
塵蓋１２４と、この筒状の第２ケース本体１２３の他端に取り付けられる第１集塵フィル
タ１２２とを含んで構成される。第２ケース本体１２３は、約４５度の角度で屈曲した筒
状の形態であり、その上部外周にハンドル部１２５が設けられている。
【００５０】
　集塵蓋１２４は、下端部（ハンドル部１２５と対向する側）を回転軸として開放可能に
取り付けられている。この開閉動作は、ハンドル部１２５の前部に設けたロックボタン１
２６の操作で開放することができる。この集塵蓋１２４には第１ケース１１０と第２ケー
ス１２０とを連通する一対の開口部１２７が形成される。即ち、この開口部１２７は、集
塵蓋１２４の中央に形成される中央開口部１２７ｂと、片側に形成される側方開口部１２
７ａとで構成される。
【００５１】
　また、集塵蓋１２４の内側には、塵埃捕獲部１２１が集塵蓋１２４の回転軸の近傍に配
置される回転軸を介して可動可能に取り付けられている。これにより、集塵蓋１２４を開
放すると、この動きに伴って塵埃捕獲部１２１も筒外に突出する構造としている。この構
造によれば、ロックボタン１２６の開放操作で、集塵蓋１２４が開放し、この開放動作で
塵埃捕獲部１２１も筒外に飛び出すので、この塵埃捕獲部１２１に集められた塵埃を筒外
に捨てることができる。
【００５２】
　ここで、側方開口部１２７ａは、比較的な大きな塵埃が通過する開口部である。第１ケ
ース１１０内に取り込まれた大きな塵埃は、渦流の遠心力の作用により第１ケース１１０
の内周面に集められ、この集められた大きな塵埃は空気流とともに側方開口部１２７ａか
ら塵埃捕獲部１２１に取り込まれる。そして、大きな塵埃は、塵埃捕獲部１２１に捕獲さ
れ、空気流のみ塵埃捕獲部１２１を通過する。
【００５３】
　一方、渦流により遠心分離されない細かな塵埃は、中央開口部１２７ｂから塵埃捕獲部
１２１を通過することなく、第２ケース１２０に取り込まれる。そして、この中央開口部
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１２７ｂと側方開口部１２７ａから取り込まれた大きな塵埃を含まない空気流は、第１集
塵フィルタ１２２の前で合流し、すべての流れは、前記第１集塵フィルタ１１２を通過す
ることになる。
【００５４】
　なお、集塵蓋１２４の開口部１２７に図示しない逆止ベンを設けることができる。この
場合、大きな塵埃が通過する側方開口部１２７ａに逆止ベンを設けるようにするとよい。
【００５５】
　図２（ｃ）（ｄ）図において、第１ケース１１０は、筒状の一端に空気流入受口１１１
が突出して形成され、筒状の他端が大きく開放した透明樹脂材料で形成される第１ケース
本体１１２と、この第１ケース本体１１２の開放部側に取り付けられる連結カバー１１３
とを含んで構成される。連結カバー１１３は、渦流を発生させる構造を備えるとともに、
集塵蓋１２４と連結する機能をも備えている。そして、連結カバー１１３は、連結カバー
１１３の中央に形成される中央開口部１１４ｂと、片側に設けられる側方開口部１１ａと
からなる開口部１１４が形成される。中央開口部１１４ｂは中央開口部１２７ｂと連通し
、側方開口部１１４ａは側方開口部１２７ａと連通するようにする。
【００５６】
　図１及び図２において、この実施例に係る集塵ケース１００によれば、空気流入受口１
１１から取り込まれた塵埃を含んだ空気流Ｘは、第１ケース１１０の内壁面の周方向に取
り込まれることにより第１ケース１１０内で渦流となり、この渦流により大きな塵埃と小
さな塵埃とにより遠心分離され、この遠心分離された大小の塵埃がそれぞれ分かれて開口
部１１４から開口部１２７を経て第２ケース１２０内に取り込まれ、大きな塵埃を含んだ
空気流は塵埃捕獲部１２１を通過することで、大きな塵埃が除去される。そして、この大
きな塵埃が除去された空気流Ｘと細かな塵埃を含んだ空気流Ｘが第１集塵フィルタ１２２
の前で合流し、この合流した細かな塵埃を含んだ空気流が第１ケース本体１１２により屈
曲されて第１集塵フィルタ１２２に取り込まれて細かな塵埃が更に取り除かれて集塵ケー
ス１００の外に排出される。
【００５７】
　次に、図３と図４を参照して、この実施例に係る電気掃除機本体１の外観構造を具体的
に説明する。ここで、図３は外観斜視図であり、図４の（ａ）図は平面図、（ｂ）図は左
側面図、（ｃ）図は正面図、（ｄ）図は右側面図、（ｅ）図は底面図、（ｆ）図は背面図
を示している。
【００５８】
　図において、電気掃除機本体１は、正面前部に後方に倒れる傾斜姿勢で着脱可能に配置
される集塵ケース１００を、上部カバー２２を閉じることで、集塵ケース１００と本体筐
体１０とを一体不可分の構造とすることができる。また、電気掃除機本体１は、両側面の
後方に大車輪１２を配置し、底面の前部には1個の自在車輪１１が配置される。これによ
り、床面を自由に走行させることができる。
【００５９】
　電気掃除機本体１の外観的な特徴は、傾斜姿勢の筒状の集塵ケース１００と一対の大車
輪１２を保持するバンパー２６の形状にある。このバンパー２６は、筒状の集塵ケース１
００の長手方向を支持する第１バンパ－２６ａと、筒状の集塵ケース１００の底部を支持
する第２ダンパー２６ｂと、一対の大車輪１２をそれぞれ覆う第３バンパー２６ｃとで構
成し、この３つのバンパーを屈曲させて連続させる独特な形状としている。
【００６０】
　即ち、第１バンパ－２６ａを、集塵ケース１００の長手方向に沿って細長く形成し、こ
の下方の一端から同幅で上方に９０度に屈曲させて第２ダンパー２６ｂを連続させ、更に
、第１バンパ－２６ａの上端から下方に９０度屈曲させて太い第３バンパー２６ｃを連続
させることにより、この電気掃除機本体１の外観の骨格を形成している。このバンパー２
６の造形によれば、集塵ケース１００を確り保持し、かつ大車輪１２による躍動感のある
電気掃除機本体１の特徴を表現している。しかも、このバンパー２６の造形によれば、集
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塵ケース１００を衝撃から保護できるとともに、図４の（ａ）図に示すように、横幅の狭
い本体筐体１０の前部と、横幅の太い本体筐体１０の後部とを、丸みのある緩やかな曲線
で連続させた形状としているので、引っ張り走行時に柱などにぶつかっても、その障害物
を丸みのある形状で逃げることができる。
【００６１】
　また、第２ダンパー２６ｂの下部には、前部張出部３３が形成され、この前部張出部３
３にホース取付部２１が設けられる。この構造によれば、ホース取付部２１を正面の中央
に配置することができるので、吸口組品２を真っ直ぐホース取付部２１に連結することが
できる。これにより、吸口組品２により引っ張り走行を良好にすることができる。しかも
、筒状の集塵ケース１００を後方に傾いた姿勢としているので、真っ直ぐ取り付けられる
吸口組品２に対して、集塵ケース１００の空気流入受口１１１（図１参照）を緩やかな角
度で連結することができる。
【００６２】
　また、上部カバー２２は、第３バンパー２６ｃの上辺の延長線上に沿って形成されるの
で、集塵ケース１００のボリューム感を軽減することができる。また、第１バンパ－２６
ａと第３バンパー２６ｃの山形の屈曲部分は、電気掃除機本体１の前後の略中央に位置す
る。この中央の位置は、積層配置される２つのフィルタ（図１に示す第１集塵フィルタ１
２２と第２集塵フィルタ６１）と一致しているので、内部レイアウトと外観を一致させて
いる。そして、この高さのある中央部分から、電気掃除機本体１の上面前部は前下がりの
傾斜となり、後部は、後方にやや傾斜する外観形状としているので、電気掃除機本体１全
体のボリューム感を軽減してコンパクト感のある外観形状を実現している。
【００６３】
　また、図４に示すように、電気掃除機本体１の上面後方には、前部を回転軸として引き
起こし可能な主ハンドル部２９が設けられている。この主ハンドル部２９は、折りたたん
だ状態ではイオン発生室９０（図１参照）を囲むように形成され、その上面はフラットに
形成される。そして、このフラットな部分にイオン排出口２４とコードリールボタン２８
が配置されている。
【００６４】
　本体筐体１０の背面の上部には背面排気口２３とコード取出口２５が左右に並べ配置さ
れている。これにより、高い位置から排気を行うことができるので、床面の塵埃を巻き上
げることを軽減することができる。また、本体筐体１０の背面の上部には固定脚部３０が
設けてあり、この固定脚部３０と一対の大車輪１２とで、この背面を底面とする縦姿勢で
電気掃除機本体１を設置することができる。
【００６５】
　また、本体筐体１０の底面前部には、凹状の固定ハンドル３１が設けられており、前記
縦姿勢の電気掃除機本体１の最上部で保持して、搬送することができる。更に、この底面
には、主排気通路７０とフィルタ室６０を開放する第１開放蓋７１と、コードリール室５
０を開放する第２開放蓋５２が図示しないネジなどで取り付けられている。第１開放蓋７
１と第２開放蓋５２とを開放可能とすることにより、主排気通路７０とフィルタ室６０及
びコードリール室５０に配置される内部装置をメンテナンスすることができる。なお、第
２開放蓋５２は、あえて設ける必要はない。
【００６６】
　次に、図５から図９を参照して、この実施例に係る電気掃除機本体１の空気流Ｘの流れ
にしたがって各部の具体的な構造を更に説明する。
【００６７】
　先ず、吸口組品２を取り付けるホース取付部２１は、管軸Ｐ１を床面と水平となるよう
に、本体筐体１０の最前部に形成される。この電気掃除機本体１は、通常の使用状態では
、ホース取付部２１に吸口組品２を構成する柔軟性のある図示しない吸引ホースが取り付
けられ、この吸引ホースにより引っ張り走行する。この実施例では、ホース取付部２１を
本体筐体１０の最前部に管軸Ｐ１を床面と水平となる姿勢で配置したので、吸口組品２に
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よる引っ張り走行に十分に耐える強度を得ることができる。しかも、ホース取付部２１は
、電気掃除機本体１の左右対称な位置に設けられているので、吸口組品２による引っ張り
走行の直進性を良好とすることができる。
【００６８】
　また、ホース取付部２１が設けられる前部張出部３３の下方には衝撃バンパ３２が形成
している。この衝撃バンパ３２の後方には、この衝撃バンパ３２の強度を向上する凹状の
固定ハンドル３１を形成しているので、吸口組品２による引っ張り走行時の障害物との衝
撃にも耐えることができる。
【００６９】
　また、ホース取付部２１は、後方の空気流入口１５２に接続されている。空気流入口１
５２は、集塵ケース装着部１５０の前部傾斜面１５１の凹部１５５に設けられている。こ
の実施例では、集塵ケース１００を後方に倒れた姿勢で保持しているので、ホース取付部
２１で水平方向に取り込んだ塵埃を含む空気流Ｘを屈曲させる必要がある。そこで、この
実施例では、集塵ケース１００の底面に斜めに突出して形成される空気流入受口１１１を
設けることで、空気流Ｘを屈曲させている。凹部１５５は、この突出した空気流入受口１
１１と空気流入口１５２とを連結させるものである。
【００７０】
　ここで、空気流入受口１１１と空気流入口１５２の結合面１１１ａは斜めに形成されて
いるので、ホース取付部２１で水平方向に取り込んだ塵埃を含む空気流Ｘは、空気流入受
口１１１の先端部分（結合面１１１ａ）と、空気流入受口１１１の根元部分１１１ｂとで
２段階に緩やかに屈曲して集塵ケース１００の第１ケース１１０に取り込まれる。
【００７１】
　集塵ケース１００の第１ケース１１０に取り込まれた塵埃を含んだ空気流Ｘは、連結カ
バー１１３のガイドにより第１ケース１１０内で渦流に形成され、開口部１１４から第２
ケース１２０に取り込まれる。ここで、塵埃捕獲部１２１に取り込まれた大きな塵埃は、
空気流の吸引力により、塵埃捕獲部１２１内で圧縮されるので、第２ケース１２０を取り
外して、塵埃を捨てる場合でも、塵埃捕獲部１２１から側方開口部１２７ａを介して落下
することが軽減される。
【００７２】
　加えて、集塵ケース１００を掃除機本体１に装着した状態（セット状態）や、ハンドル
部１２５を介して第２ケース１２０を保持した状態（搬送状態）でも、側方開口部１２７
ａは、塵埃捕獲部１２１の中央部分に位置しているので、この側方開口部１２７ａから塵
埃が落下するのを軽減することができる。同様に、セット状態や搬送状態では、除塵装置
１８０で取り除かれた第１集塵フィルタ１２２の細かな塵埃は、第２ケース１２０の下方
位置となる角部分に集まるので、開口部１２７から落下することが軽減される。これによ
り、第１ケース１１０には塵埃が溜まらないので、渦流の生成が良好となる。なお、この
実施例では、第２ケース１２０の開口部１２７に、図示しない逆止ベンを設けるようにし
ても良い。
【００７３】
　第２ケース１２０に取り込まれた塵埃を含む空気流Ｘは、第２ケース本体１２３内に大
きく張り出して設けられる塵埃捕獲部１２１を通過する。この塵埃捕獲部１２１はネット
で形成されているので、殆どの塵埃を捕獲することができる。塵埃捕獲部１２１により大
きな塵埃が取り除かれた空気流Ｘは、垂直な姿勢で保持される第１集塵フィルタ１２２を
通過して、細かな塵埃を更に取り除かれて送風室空気流入口１５４から送風室４０に取り
込まれる。ここで、図６に示すように、第１集塵フィルタ１２２は、左右方向に折りたた
まれた蛇腹状の構造を備えている。これにより大きな面積で細かな塵埃を取り除くことが
できる。
【００７４】
　図５に戻り、この実施例で採用する集塵ケース１００は、大まかな塵埃を空気流から取
り除く塵埃捕獲部１２１と、細かな塵埃を空気流から取り除く第１集塵フィルタ１２２を
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備えている。したがって、この集塵ケース１００を本体筐体１０から取り外すことで、大
まかな塵埃と細かな塵埃を一括して廃棄することができる。この一括廃棄構造は、塵埃捕
獲部と第１集塵フィルタとを別々に本体筐体に設けている従来技術に比べると取り扱いが
極めて有利である。
【００７５】
　この実施例では、この一括廃棄が可能な集塵ケース１００を実現するために、本体筐体
１０の上面前部に前部傾斜面１５１と後部傾斜面１５３とで凹状に形成される集塵ケース
装着部１５０を形成し、この集塵ケース装着部１５０に、集塵ケース１００を斜め姿勢で
着脱可能に保持する構造を採用している。この構造によれば、ホース取付部２１で水平に
取り込んだ塵埃を含んだ空気流Ｘを、斜め上方に屈曲させて集塵ケース１００に取り込み
、集塵ケース１００内で塵埃を除去した後に、この空気流Ｘを集塵ケース１００上方から
水平方向に本体筐体１０内に取り込むことができる。
【００７６】
　そして、この実施例では、集塵ケース１００の空気流Ｘの最終出口に第１集塵フィルタ
１２２を配置している。この構造によれば、第１集塵フィルタ１２２を垂直な姿勢で送風
室空気流入口１５４に隣接させて保持させることができる。これにより、送風室空気流入
口１５４に第１集塵フィルタ１２２の除塵機構１８０を設けることができる。
【００７７】
　即ち、図６に示すように、この実施例の第１集塵フィルタ１２２は、左右方向に蛇腹状
に折り込まれて配置されている。この第１集塵フィルタ１２２と隣接する送風室空気流入
口１５４には、この第１集塵フィルタ１２２の折込み方向（左右方向）に振動させる振動
部１８１と、この振動部１８１を駆動させる駆動部１８２からなる除塵機構１８０が配置
される。この構造によれば、駆動部１８２を動作させると振動部１８１が第１集塵フィル
タ１２２の折込み方向（左右方向）に振動する。この振動により、第１集塵フィルタ１２
２の集塵ケース１００側（図面上部）に付着した細かな塵埃は集塵ケース１００側（図面
上部）に落下する。この際、図５に示すように、第１集塵フィルタ１２２は垂直な姿勢で
取り付けられているので、第１集塵フィルタ１２２に付着した塵埃がそのまま集塵ケース
１００側（図面上部）に落下しやすくなる。
【００７８】
　また、この実施例では、集塵ケース１００を集塵ケース装着部１５０に装着する際、集
塵ケース１００の下部に突出して設けられる空気流入受口１１１を凹部１５５に挿入する
ことにより位置決めし、その後、集塵ケース１００の上部を集塵ケース装着部１５０に装
着する構造としているので、装着が容易である。そして、集塵ケース１００の上部は、上
部カバー２２を閉めることにより、集塵ケース１００を固定する本体筐体１０に固定する
ことができる。
【００７９】
　図５、図６において、さて、送風室４０に取り込まれた空気流Ｘは、送風室上部流通路
４５ａを介して、送風機４１の上部に開口した空気取入口４４から送風機４１内に取り込
まれる。図６に示すように、この実施例では、送風室４０とコードリール室５０とを左右
に並べて配置し、送風室空気流入口１５４から取り込んだ空気流Ｘは、送風室４０のみに
取り込まれる。
【００８０】
　ここで、図６と図７に示すように、コードリール室５０に配置されるコードリール５１
は、回転軸Ｐ２を左右方向とする姿勢で配置される。これにより、コードリール５１に巻
き取られているコード５３は、本体筐体１０の背面に設けられるコード取出口２５から後
方（図面の下方に）に引き出すことができる。
【００８１】
　一方、送風室４０の送風機４１は、図５に示すように、回転軸Ｐ３を垂直となるように
、フアン４２と電動機４３が上下に配置される。これにより、送風室空気流入口１５４か
ら水平方向に取り込まれた空気流Ｘは、送風室上部流通路４５ａと空気取入口４４により
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下方に曲げられて送風機４１に取り込まれる。
【００８２】
　送風機４１に取り込まれた空気流Ｘは、フアン４２により電動機４３に送り込まれて、
回転する電動機４３を冷却して、図７に示すように、電動機４３の周囲に形成される送風
室下部流通路４５ｂに送り込まれる。送風室下部流通路４５ｂは、前方（図面上部）のフ
ィルタ室６０側にのみ開放しているので、電動機４３を冷却した空気流Ｘはフィルタ室６
０に送り込まれる。
【００８３】
　図７と図８に示すように、フィルタ室６０は、コードリール室５０とフィルタ室６０の
前部に位置するように、本体筐体１０の横幅一杯に形成される。そして、フィルタ室６０
に設けられる第２集塵フィルタ６１は、フィルタ室６０の横幅一杯に形成される。このた
め、送風室下部流通路４５ｂの前方の開放部は、空気流Ｘが第２集塵フィルタ６１全体を
通過できるように左右に大きく開放してフィルタ室６０に連通している。したがって、フ
ィルタ室６０に送り込まれる空気流Ｘは、その殆どが第２集塵フィルタ６１を通過して空
気清浄機と同等な清浄度の清浄された空気流Ｘとなる。
【００８４】
　ここで、この実施例が採用する第２集塵フィルタ６１は、捕塵性能を高めた大型ＨＥＰ
Ａブロックフィルタを採用している。これにより微細な粒子を捕集することができる。
【００８５】
　図５に戻り、このように、この実施例では、集塵ケース１００から後方の送風室４０に
取り込まれた空気流Ｘは、送風室４０でユーターンして前方のフィルタ室６０に送り出さ
れ、この本体筐体１０の中央のフィルタ室６０で空気清浄度の高い空気流Ｘが生成される
。
【００８６】
　さて、図５と図９に示すように、この実施例では、送風室４０の下部に薄い主排気通路
７０が形成される。これにより、フィルタ室６０に送り込まれた空気流Ｘは、フィルタ室
６０の前部で再びユーターンして、主排気通路７０を介して、後方に送り込まれる。この
主排気通路７０には、制御基板４６を配置している。これにより、清浄された空気流Ｘで
制御基板４６を冷却させることができる。なお、主排気通路７０に、電動機４３の下端部
を張り出して設けてもよい。これにより、本体筐体１０の大型化を軽減することができる
。
【００８７】
　このように、この実施例では、送風室４０の下方に主排気通路７０を設けることで、排
気通路を確保するとともに、この排気通路に制御基板４６を配置したり、あるいは、電動
機４３の一部を収納して、装置の大型化をまねくことなく実装効率を向上することができ
る。
【００８８】
　また、図５に戻り、この実施例では、本体筐体１０の中央のフィルタ室６０で生成され
た清浄度の高い空気流を、主排気通路７０を介して、本体筐体１０の後端部に導いて、こ
の主排気通路７０の後端部から複数の排気通路に分散する構造を採用している。
【００８９】
　即ち、排気通路の主体となるものは、主排気通路７０の後端部から、送風室４０の後方
に形成される背面側排気通路７５に連通されるものである。背面側排気通路７５は、上下
方向に長く形成され、その上部となる位置には背面排気口２３が設けられている。したが
って、主排気通路７０の後端部から背面側排気通路７５に送り込まれた空気流Ｘは、背面
側排気通路７５に沿って上昇して背面排気口２３から本体筐体１０の外に排気される。
【００９０】
　この背面排気口２３から排気される空気流Ｘは、主排気通路７０と背面側排気通路７５
とで形成される長い排気通路を経て排気されるため、流速が低下して排気音が軽減される
。また、長い排気通路を経て排気されるため、この排気通路を通じて伝播される送風機４
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１の騒音も軽減される。
【００９１】
　一方、背面側排気通路７５の上端は、送風室４０の上部に形成されるイオン発生室９０
と連通されている。このため、背面側排気通路７５に送り込まれた空気流Ｘの一部はイオ
ン発生室９０に送り込まれる。イオン発生室９０にはイオン発生部９１が設けられている
ので、イオン発生室９０に送り込まれた空気流Ｘは、イオンを含んで、イオン排出口２４
から排気される。もちろん、このイオン排出口２４から排気される空気流Ｘもまた、排気
音が軽減されたものとなる。
【００９２】
　また、主排気通路７０の後端部は、開口部７２を介して、コードリール室５０にも連通
している。したがって、コードリール室５０の下端部に送り込まれた空気流Ｘは、コード
リール室５０を上昇しながらコードリール５１を冷却し、コードリール室５０の上部に設
けたコード取出口２５から排気される。
【００９３】
　また、図９に示すように、主排気通路７０の後端部または背面側排気通路７５には、本
体筐体１０の内壁に開口した図示しない開口部よりバンパー２６に連通している。また、
コードリール室５０の内壁にもバンパー２６に連通する図示しない開口部が形成されてい
る。バンパー２６には、図８に示すようなバンパー排気通路８５が形成されている。この
ため、バンパー２６の両側の後端部に送り込まれた空気流Ｘは、バンパー排気通路８５の
後端部から前方に送り込まれ、バンパー排気口２７から排気される。このバンパー排気口
２７から排気される空気流もまた排気音が軽減されたものとなる。
【００９４】
　このように、この実施例に係る排気通路は、ホース取付部２１から送風機４１までの前
部排気通路と、送風機４１から本体筐体１０の外に排気される後部排気通路では大きく異
なる排気通路を形成している。即ち、ホース取付部２１から集塵ケース１００を経て送風
室４０に至る前部排気通路は、前方から後方に緩やかに至る排気通路であるため、送風機
４１の吸い込み損失の少ない通路となっている。一方、後部排気通路は、送風室４０で大
きくユーターンして前方のフィルタ室６０に送り込まれ、更に、フィルタ室６０で再度ユ
ーターンして主排気通路７０の後端部から分散排気される。しかも、分散排気される空気
流Ｘは、背面側排気通路７５やコードリール排気通路８０、あるいはバンパー排気通路８
５などの更に長い排気通路を経て本体筐体１０の外に排気されるので、騒音を低減するこ
とができる。更に、これら本体筐体１０の外に排気される空気流Ｘは、本体筐体１０の高
い位置で、しかも本体筐体１０の周囲から排気されるので、排気が床面に当たって床面の
塵埃を舞い上げたり、あるいは、排気が直接利用者に当たるのを軽減することができる。
【００９５】
　次に、図１と図１０と図１１を参照して、運転状態表示部４７の具体的な構造を詳細に
説明する。ここで、図１０の（ａ）図は図４のＥ断面図、（ｂ）図は集塵ケース装着部の
外観斜視図である。
【００９６】
　図１において、この実施例では、集塵ケース１００を斜め後方に傾いた姿勢で配置する
ため、集塵ケース１００の底面を支持する前部傾斜面１５１は前方が立ち上がった傾斜面
となる。そして、この前部傾斜面１５１の中央には空気流入口１５２を奥まった位置に配
置する凹部１５５が形成される。したがって、この凹部１５５の周りには、デッドスペー
スが生まれる。
【００９７】
　また、この実施例では、後部傾斜面１５３の下方にフィルタ室６０を配置することで、
側面から見て略三角形状となるスペースを有効活用している。しかし、略三角形のスペー
スの細くなった先端部をフィルタ室６０に活用するには無理がある。そこで、この実施例
では、この略三角形の先端部に状態表示部基板４８を設けることで、スペースの有効活用
を図っている。しかも、この略三角形の先端部は、主排気通路７０に配置される制御基板
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【００９８】
　図１０と図１１において、この実施例では、運転状態表示部４７を後方が切りかかれた
透明な樹脂性のリング形状に形成する。この運転状態表示部４７の底面には、図示しない
反射部材を形成している。そして、凹部１５５の周囲の前部傾斜面１５１に、この運転状
態表示部４７を埋め込んで形成する。また、運転状態表示部４７の後方の切り欠かれた一
対の端部にはそれぞれ発光源４９を配置し、切り欠かれた端部から発光源４９の光を照射
するようにしている。
【００９９】
　この構造によれば、リング形状の運転状態表示部４７に照射された光は、リング形状に
沿って運転状態表示部４７全体を伝達されるとともに、その伝達された光は反射部材によ
り上方に導かれる。
【０１００】
　一方、この実施例では、前部傾斜面１５１に設置される第１ケース１１０は透明な樹脂
材料で形成される。したがって、運転状態表示部４７から発せられるリング状の光は、筒
状の底面から第１ケース１１０に進入する。そして、この第１ケース１１０に進入した光
は、透明部分の厚みや連結カバー１１３に反射して、第１ケース１１０全体を光らせる効
果を得ることができる。
【０１０１】
　しかも、状態表示部基板４８は、送風機４１の負荷に対応して発光源４９の照度が変化
するので、その照度の強さにより、リング状の運転状態表示部４７全体が光ったり、ある
いは、リング状の両側のみが光ったり変化する。したがって、利用者は、電気掃除機本体
１の運転状態を第１ケース１１０によって視覚的に強調された変化で認識することができ
る。なお、この実施例では、発光源４９を単色のＬＥＤで構成してもよいし、多色ＬＥＤ
あるいは色の異なる複数のＬＥＤで構成してもよい。
【符号の説明】
【０１０２】
１…電気掃除機本体、２…吸口組品、１０…本体筐体、１１…自在車輪、１２…一対の大
車輪、２１…ホース取付部、２２…上部カバー、２３…背面排気口、２４…イオン排出口
、２５…コード取出口、２６…バンパー、２７…バンパー排気口、２８…コードリールボ
タン、２９…主ハンドル部、３０…固定脚部、３１…固定ハンドル、３２…衝撃バンパ、
３３…前部張出部、４０…送風室、４１…送風機、４２…フアン、４３…電動機、４４…
空気取入口、４５ａ…送風室上部流通路、４５ｂ…送風室下部流通路、４６…制御基板、
４７…運転状態表示部、４８…状態表示部基板、４９…発光源、５０…コードリール室、
５１…コードリール、５２…第２開放蓋、６０…フィルタ室、６１…第２集塵フィルタ、
７０…主排気通路、７１…第１開放蓋、７２…開口部、７５…背面側排気通路、８０…コ
ードリール排気通路、８５…バンパー排気通路、９０…イオン発生室、９１…イオン発生
部、１００…集塵ケース、１１０…第１ケース、１１１…空気流入受口、１１１ａ…結合
面、１１１ｂ…根元部分、１１２…第１ケース本体、１１３…連結カバー、１１４…開口
部、１１４ａ…側方開口部、１１４ｂ…中央開口部、１２０…第２ケース、１２１…塵埃
捕獲部、１２２…第１集塵フィルタ、１２３…第２ケース本体、１２４…集塵蓋、１２５
…ハンドル部、１２６…ロックボタン、１２７…開口部、１２７ａ…側方開口部、１２７
ｂ…中央開口部、１５０…集塵ケース装着部、１５１…前部傾斜面、１５２…空気流入口
、１５３…後部傾斜面、１５４…送風室空気流入口、１５５…凹部、１８０…除塵機構、
Ｐ１…管軸
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